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福祉課からのお知らせ後期高齢者医療被保険者の
皆さんへ

道路上に張り出している樹木などの伐採をお願いします

▼問い合わせ　福祉課　☎ 73–3015

▼問い合わせ　健康課　　　　　　☎ 73–3014
県後期高齢者医療広域連合事務局　☎ 087–811–1866

▼問い合わせ　建設港湾課　☎ 73–3043

お知らせ

みとよくらしのおしらせ
Information' s

身
体
ま
た
は
精
神
に
重
度
の
障
が
い
を

持
っ
て
い
る
人
に
手
当
を
支
給
し
ま
す

●
特
別
障
害
者
手
当

受
給
資
格
者

政
令
で
定
め
る
、
著
し
く

重
度
の
障
が
い
を
有
し
、
日
常
生
活
に
お
い
て

常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
、
20
歳
以
上

の
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
人

受
給
で
き
な
い
場
合

	・
障
害
者
支
援
施
設
や
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど

に
入
所
し
た
と
き

	・
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
継
続
し
て
３
カ
月
を

超
え
て
入
院
し
た
と
き

手
当
月
額
（
令
和
４
年
４
月
現
在
）

２
７,
３
０
０
円

●
障
害
児
福
祉
手
当

受
給
資
格

政
令
で
定
め
る
、
著
し
く
重
度
の
障
が
い
を

有
し
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
介
護
を
必
要

と
す
る
、
20
歳
未
満
の
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
人

受
給
で
き
な
い
場
合

	・
障
が
い
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

	・
障
が
い
児
入
所
施
設
な
ど
に
入
所
し
た
と
き

手
当
月
額
（
令
和
４
年
４
月
現
在
）

１
４,
８
５
０
円

●
特
別
児
童
扶
養
手
当

受
給
資
格
者

身
体
ま
た
は
精
神
に
、
重
度
ま
た
は
中
度
以

上
の
障
が
い
を
持
つ
20
歳
未
満
の
子
ど
も
を
監

護
・
養
育
し
て
い
る
父
も
し
く
は
母
、
ま
た
は

養
育
者

受
給
で
き
な
い
場
合

	・
児
童
や
、
父
も
し
く
は
母
、
ま
た
は
養
育
者

が
国
内
に
住
ん
で
い
な
い
と
き

	・
児
童
が
障
が
い
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

	・
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い

る
と
き

手
当
月
額
（
令
和
４
年
４
月
現
在
）

１
級
（
重
度
障
が
い
児
）
５
２,
４
０
０
円

２
級
（
中
度
障
が
い
児
）
３
４,
９
０
０
円

※
所
得
に
よ
り
手
当
の
支
給
が
停
止
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

【
初
め
て
手
当
を
受
け
る
に
は
】

必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
認
定
請
求
書
を
福

祉
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
所
得
状
況
届
に
つ
い
て
】

手
当
の
受
給
者
に
は
、
８
月
初
め
に
所
得
状

況
届
な
ど
の
関
係
書
類
を
送
付
し
ま
す
。
８
月

31
日
（
水
）
ま
で
に
、
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

福
祉
年
金
を
支
給
し
ま
す

対
象
者

	・
身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
、
県
発
行
の
特
定
医
療
費

（
指
定
難
病
）
受
給
者
証
を
持
っ
て
い
る
人

	・
７
月
１
日
時
点
で
１
年
以
上
、
市
内
に
住
所

が
あ
る
人

※
転
入
転
出
、
死
亡
な
ど
に
よ
り
支
給
に
制
限

が
あ
り
ま
す
。

支
給
額

８,
０
０
０
円
～
１
４,
０
０
０
円
（
年
額
）

	・
障
が
い
な
ど
の
種
類
や
程
度
ま
た
は
年
齢
に

よ
り
、
支
給
額
が
異
な
り
ま
す
。

	・
65
歳
以
上
の
人
は
支
給
額
の
半
額
を
支
給
し

ま
す
。

申
請
方
法

福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
で
、
次
の
書
類
を
持

参
の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
方
法

12
月
中
旬
に
指
定
の
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

●
新
規
に
手
帳
を
取
得
し
た
人

●
手
帳
の
等
級
が
変
わ
っ
た
人

●
す
で
に
特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
）

受
給
者
証
に
よ
り
福
祉
年
金
を
受

給
し
て
い
る
人

・
市
か
ら
送
付
し
た
申
請
書

・
各
手
帳
、
受
給
者
証

・
振
込
先
の
口
座
が
分
か
る
も
の

（
通
帳
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
な
ど
）

●
新
規
に
特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
）

受
給
者
証
を
取
得
し
た
人
で
、
ま

だ
申
請
し
て
い
な
い
人

・
受
給
者
証

・
振
込
先
の
口
座
が
分
か
る
も
の

（
通
帳
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
な
ど
）

※
す
で
に
福
祉
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
が
、

障
が
い
者
（
児
）
お
よ
び
指
定
難
病
で
な

く
な
っ
た
と
き
や
、
振
込
先
口
座
を
変
更

す
る
と
き
は
届
け
出
が
必
要
で
す
。

※
障
害
者
支
援
施
設
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の

入
所
者
（
措
置
入
所
は
除
く
）
も
支
給
対

象
と
な
り
ま
す
。

令
和
３
年
７
月
２
日
か
ら

令
和
４
年
７
月
１
日
の
間
に

くらし

くらし

限
度
額
適
用
（
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
）
認
定
証
の
交
付

入
院
な
ど
に
よ
り
、
医
療
費
が
高
額
に

な
り
そ
う
な
と
き
は
、
事
前
に
申
請
し
て

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
の
交
付
を
受
け
、
医
療
機
関
の
窓
口

で
保
険
証
と
一
緒
に
提
示
す
れ
ば
、
自
己

負
担
限
度
額
ま
で
の
金
額
で
支
払
い
を
済

ま
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
健
康
課
ま
た

は
各
支
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
自
己
負
担
額
は
、
世
帯
の
所
得
状
況
な

ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

※
入
院
時
の
食
事
代
も
軽
減
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
す
で
に

認
定
証
を
お
持
ち
の
人
で
、
８
月
１
日

（
月
）
以
降
も
引
き
続
き
交
付
対
象
の
人
に

は
、
新
た
な
認
定
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送

し
て
い
ま
す
。

住
民
税
が
非
課
税
世
帯（
区
分
Ⅰ・区
分
Ⅱ
）

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
が
交
付
さ
れ
、
窓
口
負
担
の
限
度

額
適
用
や
入
院
時
の
食
費
な
ど
の
軽
減
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
区
分
Ⅱ
の
人
で
新
た
に
91
日
以

上
の
入
院
が
あ
る
場
合
は
、
食
費
の
軽
減

を
受
け
る
た
め
に
保
険
証
、
現
在
の
認
定

証
、
入
院
日
数
を
確
認
で
き
る
領
収
書
な

ど
を
お
持
ち
の
上
、
再
度
申
請
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

住
民
税
課
税
所
得
1
4
5
万
円
以
上

6
9
0
万
円
未
満（
現
役
Ⅰ・現
役
Ⅱ
）

住
民
税
課
税
所
得
1
4
5
万
円
以
上

6
9
0
万
円
未
満
の
被
保
険
者
お
よ
び
同

一
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
人
は
、「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
が
交
付
さ
れ
、
窓
口

負
担
の
限
度
額
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

	・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

	・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
個
人
番
号

が
確
認
で
き
る
も
の

	・
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の

※
本
人
ま
た
は
世
帯
員
が
令
和
４
年
１
月

１
日
に
市
内
に
在
住
し
て
い
な
か
っ
た

場
合
、
そ
の
人
の
今
年
度
の
住
民
税
・

課
税
所
得
証
明
書
（
ま
た
は
非
課
税
証

明
書
）
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

私有地 歩道車道

車道の場合 歩道の場合

2.5m

4.5m

道
路
を
安
全
に
利
用
し
て
い
た
だ
く

た
め
に
、
次
の
よ
う
な
状
況
が
見
ら
れ

る
土
地
の
所
有
者
は
、
樹
木
な
ど
の
伐

採
・
剪
定
を
お
願
い
し
ま
す

	・
道
路
、
歩
道
へ
樹
木
な
ど
が
張
り
出
し

て
い
る
。

	・
枯
れ
木
、
折
れ
木
な
ど
に
よ
り
通
行
の

妨
げ
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

※
民
地
内
の
樹
木
の
所
有
権
は
、
そ
の

土
地
の
所
有
者
に
あ
り
ま
す
。
道
路

に
は
み
出
し
た
樹
木
な
ど
が
原
因
で

事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
土
地
所

有
者
が
管
理
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

※
作
業
は
、
歩
行
者
や
通
行
車
両
な
ど

の
安
全
を
十
分
確
保
し
、
樹
木
や
は

し
ご
、
脚
立
な
ど
か
ら
の
転
落
に
は

十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。


